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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下端に螺旋状の掘削翼を備えた回転軸と、
　前記回転軸の掘削翼より上部を包囲する円筒状のケーシングであって、周側壁に長さ方
向に沿って複数の開閉自在な投入口からなる二列の砕石投入口列を形成したケーシングと
、
　前記ケーシングの下端を開閉する半円形で相互にその厚さ寸法だけ上方又は下方にずれ
て配されたケーシング側開閉板及び回転軸側開閉板からなる開閉手段であって、該ケーシ
ング側開閉板の周端が該ケーシングの下部内周に固設され、該回転軸側開閉板の内周端が
該回転軸の該当する高さ位置に固設されている開閉手段と、
　前記ケーシングの上端と前記回転軸の対応部位との間に構成する後者から前者に回転力
を伝える回転伝達手段であって、該回転軸の前記掘削翼に掘削動作をさせるべく掘削方向
に回転させる該回転軸の掘削回転時に、前記開閉手段のケーシング側開閉板及び回転軸側
で、該ケーシングの下端を閉じた状態で該回転軸からケーシングに回転力を伝達し、該回
転軸に前記掘削方向の回転と逆方向の回転をさせると、その逆方向の初期の一定角度範囲
の回転時には、該ケーシングにはその回転力が伝達されず、該回転軸の回転に伴って回転
軸側開閉板がケーシング側開閉板に重畳するまで回転し、該一定角度範囲の回転が完了す
ると、この時点から該ケーシングに同方向の回転を伝える回転伝達手段と、
　前記回転軸と前記ケーシングとの相互の回転方向の自由な動きは許容しつつ上下方向に
は相互を連結する上下方向連結手段と、
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で構成した無排土砕石杭形成具。
【請求項２】
　前記ケーシングの外周に丸鋼材を断続的かつ下部ほどピッチの狭い前記掘削翼と同方向
の螺旋状に配することで、断続的かつ下部ほどピッチの狭い螺旋を配した請求項１の無排
土砕石杭形成具。
【請求項３】
　前記二列の砕石投入口列を、いずれも前記ケーシングの長さ方向に沿ってかつ周方向１
８０度の角度間隔で配列構成し、更に各列の各投入口は、相互に高さ方向に交互に開口し
た請求項１又は２の無排土砕石杭形成具。
【請求項４】
　前記回転伝達手段を、
　前記ケーシングの上端にその周端を固設した円板状の下部伝達板であって、中央部に前
記回転軸を回転自在に貫通させる軸孔を開口した下部伝達板と、
　前記回転軸の前記下部伝達板より上方の部位に中央部を固設した円板状の上部伝達板と
、
　前記下部伝達板の上面の仮装円弧上に周方向１８０度の係止端間角度間隔で配した各々
先端に該係止端を有する一対の掘削回転用の係止片であって、その係止端と反対側の端部
から該係止端側に向かって高くなる傾斜上面を有する一対の掘削回転用の係止片と、
　該下部伝達板の上面の他の仮装円弧上に周方向１８０度の係止端間角度間隔で配した各
々先端に該係止端を有する一対の締め固め回転用の係止片であって、前記掘削回転用の係
止片とは反対側から該係止端に向かって高くなるように構成された傾斜上面を有する一対
の締め固め用の係止片と、
　前記上部伝達板の前記下部伝達板における掘削回転用の係止片の仮装円弧と対応する仮
装円弧上に、垂下支持片を介して、起伏回動自在に、かつ伏状態で、該掘削回転用の係止
片の係止端と係止し得るとともに、周方向１８０度の先端間角度間隔となるように配した
一対の掘削回転用の爪片であって、それらの先端が該掘削回転用の係止片の係止端に係止
した状態から前記上部伝達板を逆方向に１８０度回転させた場合に、該掘削回転用の係止
片の係止端と反対側の端部から起立回動状態になって傾斜上面に載った状態となるように
構成した一対の掘削回転用の爪片と、
　前記上部伝達板の前記下部伝達板における締め固め回転用の係止片の仮装円弧と対応す
る仮装円弧上に、前記一対の掘削回転用の爪片との間に、前記一対の掘削回転用の係止片
と前記一対の締め固め用の係止片との間の位相のずれと同一の位相のずれを持たせて、垂
下支持片を介して、起伏回動自在に、かつ伏状態で、該締め固め用の係止片の係止端と係
止し得るとともに、周方向１８０度の先端間角度間隔となるように配した一対の締め固め
回転用の爪片であって、それらの先端が該締め固め回転用の係止片の係止端に係止した状
態から前記上部伝達板を逆方向に１８０度回転させた場合に、該締め固め用の係止片の係
止片と反対側の端部から起立回動状態になって傾斜上面に載った状態となるように構成し
た一対の締め固め用の爪片と、
で構成した請求項１、２又は３の無排土砕石杭形成具。
【請求項５】
　前記上下方向連結手段を、
　前記回転軸に固設した上部連結板及び下部連結板であって、前記下部伝達板の直上にス
ライド可能に配した上部連結板及び該下部伝達板の直下にスライド可能に配した下部連結
板で構成した請求項４の無排土砕石杭形成具。
【請求項６】
　前記回転伝達手段を、
　前記ケーシングの上端にその周端を固設した円板状の下部伝達板であって、中央部に前
記回転軸を回転自在に貫通させる軸孔を開口した下部伝達板と、
　前記回転軸の前記下部伝達板より上方の部位に中央部を固設した円板状の上部伝達板と
、
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　前記下部伝達板の上面の仮装円弧上に周方向１８０度の中心間角度間隔で立設固定した
一対の伝達下片と、
　前記上部伝達板の前記下部伝達板における一対の伝達下片を配した仮装円弧と対応する
仮装円弧上に、周方向１８０度の中心間角度間隔で垂下固定した伝達上片と、
で構成した請求項１、２又は３の無排土砕石杭形成具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軟弱な建築物用又は建造物用の敷地の地盤を補強する砕石杭を無排土で形成
するために使用する無排土砕石杭形成用具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軟弱な地盤を補強する砕石杭の形成用の手段に関してはいくつかの提案例がある。
　特許文献１は、その一例で、砕石杭形成用のアタッチメントおよびそのアタッチメント
を備える砕石杭形成装置に関する。
【０００３】
　これは、正逆回転駆動可能な回転駆動手段に接続する回転軸、その最下部に配した掘削
刃を備えた螺旋部、該回転軸をその軸心に位置させて該螺旋部の直上までを包囲し、かつ
該回転軸の正回転に伴って同様に正回転し、逆回転時には停止状態を維持する結合関係の
円筒部からなり、該円筒部には、その長さ方向に沿って長い砕石投入孔を外周に開口し、
かつ外周に正回転時に周囲の土砂を上昇させるように形成された螺旋状のフィンを備えた
アタッチメントである。
【０００４】
　従ってこの特許文献１のアタッチメントを備えた砕石杭形成装置によれば、以下のよう
にして補強対象の地盤に砕石杭の形成が行われる。
【０００５】
　このアタッチメントを補強対象の地盤の所定の位置に直立させ、回転駆動手段で前記回
転軸を正回転させると、その最下部の螺旋部の作用で地盤が掘削され、掘削孔を形成しな
がら地中に侵入し、生じた掘削土砂は、該回転軸の正回転に伴って正回転する該円筒部の
フィンの作用でその外周部を通じて上昇し、地表に排出されることになる。このとき、円
筒部中には前記砕石投入口を利用して予め一定量の砕石を投入しておき、下端から掘削土
砂が内部に侵入しないように該砕石を詰めておく。
【０００６】
　こうして所定の深さまで掘削孔を掘削した後、今度は、前記砕石投入孔を利用して、順
次、砕石を投入しながら、前記回転軸を逆回転させ、該掘削孔に砕石を充填しかつ締め固
めしながら上昇させる。このとき、円筒部は回転しないので、前記砕石投入孔は、円筒部
の周方向の一定角度位置に固定され、かつ長さ方向に長いので、砕石投入手段を一定位置
に固定しておいても投入を継続することができる。地表まで砕石を充填しかつ締め固めれ
ばこの作業は終了である。
【０００７】
　以上のとおりであり、この特許文献１の技術は優れたものであるが、円筒部の下端が開
口しているため、予めその中に砕石を投入し、該円筒部の下部内側に砕石を滞留させてお
き、掘削の際の土砂の侵入をこれによって防止するような手順を必要とする。もっともこ
のように掘削作業時に開口部を閉じているのはこのような滞留砕石であるから、掘削孔に
かかる地下水圧を完全に抑え、地下水の浸入を確実に回避するのは困難である。また掘削
作業時には掘削土砂が円筒部の周囲を通じて地表に上昇して排出される構成であるから、
砕石杭を形成する作業の後に、排出された土砂を処分する必要も生じる。地下水が吹き上
げてしまった場合は、その処理も必要である。
【０００８】
　特許文献２は、同一出願人の出願にかかるものであり、特許文献１の砕石杭形成用のア
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タッチメントおよびそのアタッチメントを備える砕石杭形成装置に関し、全体として、特
許文献１のそれを僅かに変更したものである。
【０００９】
　変更部分は、回転軸の最下部の螺旋部である地中掘削翼に加えてこれと離間させてその
若干上方に付加掘削翼を構成したこと及び地中杭形成材投入孔である長孔の形状を拘束す
るトラス状の補強構造体を備えたことである。
【００１０】
　前記付加掘削翼は地中掘削翼と同一方向の螺旋翼であり、砕石を充填し締め固めする際
に、砕石を投入し回転軸を逆転させると、該付加掘削翼は、投入した砕石を上方に向かっ
て掘削し、その下方の砕石に対して予備圧力を発生させることができるとされている。そ
れ故、地中掘削翼は、そのように予備圧力を受けている砕石に更に下方への圧力を印加す
ることができるので、円筒内に浸入しようとする地下水圧や地中圧（土圧）に打ち勝って
砕石を下方に排出することができるとされている。
【００１１】
　これはその通りであると思われるが、逆に、掘削作業時には、地中掘削翼によって相対
的に押し上げられる掘削土砂が滞留砕石に圧接し、これを押し上げようとした場合に、前
記付加掘削翼はその押し上げを妨げるよりは、滞留砕石に対して下方に掘削するように作
用し、該滞留砕石を押し上げるように作用することになる。それ故、掘削作業時に円筒部
下端にかかる地中圧等による土砂の侵入を助長することになると思われる。
【００１２】
　また前記のように、地中杭形成材投入孔である長孔の形状を拘束するトラス状の補強構
造体を設けたことによって、その通りに円筒部が補強されると思われる。
【００１３】
　その他は、特許文献１と同様である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特許第４４４５０３３号公報
【特許文献２】特開２０１１－６８８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、軟弱地盤において、土砂や地下水を地上に排出させずに、短い工程で、支持
力の高い良好な砕石杭（（自然の砂利等による杭も含む）を形成することができる無排土
砕石杭形成用具を提供することを解決の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の１は、下端に螺旋状の掘削翼を備えた回転軸と、
　前記回転軸の掘削翼より上部を包囲する円筒状のケーシングであって、周側壁に長さ方
向に沿って複数の開閉自在な投入口からなる二列の砕石投入口列を形成したケーシングと
、
　前記ケーシングの下端を開閉する半円形で相互にその厚さ寸法だけ上方又は下方にずれ
て配されたケーシング側開閉板及び回転軸側開閉板からなる開閉手段であって、該ケーシ
ング側開閉板の周端が該ケーシングの下部内周に固設され、該回転軸側開閉板の内周端が
該回転軸の該当する高さ位置に固設されている開閉手段と、
　前記ケーシングの上端と前記回転軸の対応部位との間に構成する後者から前者に回転力
を伝える回転伝達手段であって、該回転軸の前記掘削翼に掘削動作をさせるべく掘削方向
に回転させる該回転軸の掘削回転時に、前記開閉手段のケーシング側開閉板及び回転軸側
で、該ケーシングの下端を閉じた状態で該回転軸からケーシングに回転力を伝達し、該回
転軸に前記掘削方向の回転と逆方向の回転をさせると、その逆方向の初期の一定角度範囲



(5) JP 4849580 B1 2012.1.11

10

20

30

40

50

の回転時には、該ケーシングにはその回転力が伝達されず、該回転軸の回転に伴って回転
軸側開閉板がケーシング側開閉板に重畳するまで回転し、該一定角度範囲の回転が完了す
ると、この時点から該ケーシングに同方向の回転を伝える回転伝達手段と、
　前記回転軸と前記ケーシングとの相互の回転方向の自由な動きは許容しつつ上下方向に
は相互を連結する上下方向連結手段と、
で構成した無排土砕石杭形成具である。
【００１７】
　本発明の２は、本発明の１の無排土砕石杭形成具において、
　前記ケーシングの外周に丸鋼材を断続的かつ下部ほどピッチの狭い前記掘削翼と同方向
の螺旋状に配することで、断続的かつ下部ほどピッチの狭い螺旋を配したものである。
【００１８】
　本発明の３は、本発明の１又は２の無排土砕石杭形成具において、
　前記二列の砕石投入口列を、いずれも前記ケーシングの長さ方向に沿ってかつ周方向１
８０度の角度間隔で配列構成し、更に各列の各投入口は、相互に高さ方向に交互に開口し
たものである。
【００１９】
　本発明の４は、本発明の１、２又は３の無排土砕石杭形成具において、
　前記回転伝達手段を、
　前記ケーシングの上端にその周端を固設した円板状の下部伝達板であって、中央部に前
記回転軸を回転自在に貫通させる軸孔を開口した下部伝達板と、
　前記回転軸の前記下部伝達板より上方の部位に中央部を固設した円板状の上部伝達板と
、
　前記下部伝達板の上面の仮装円弧上に周方向１８０度の係止端間角度間隔で配した各々
先端に該係止端を有する一対の掘削回転用の係止片であって、その係止端と反対側の端部
から該係止端側に向かって高くなる傾斜上面を有する一対の掘削回転用の係止片と、
　該下部伝達板の上面の他の仮装円弧上に周方向１８０度の係止端間角度間隔で配した各
々先端に該係止端を有する一対の締め固め回転用の係止片であって、前記掘削回転用の係
止片とは反対側から該係止端に向かって高くなるように構成された傾斜上面を有する一対
の締め固め用の係止片と、
　前記上部伝達板の前記下部伝達板における掘削回転用の係止片の仮装円弧と対応する仮
装円弧上に、垂下支持片を介して、起伏回動自在に、かつ伏状態で、該掘削回転用の係止
片の係止端と係止し得るとともに、周方向１８０度の先端間角度間隔となるように配した
一対の掘削回転用の爪片であって、それらの先端が該掘削回転用の係止片の係止端に係止
した状態から前記上部伝達板を逆方向に１８０度回転させた場合に、該掘削回転用の係止
片の係止端と反対側の端部から起立回動状態になって傾斜上面に載った状態となるように
構成した一対の掘削回転用の爪片と、
　前記上部伝達板の前記下部伝達板における締め固め回転用の係止片の仮装円弧と対応す
る仮装円弧上に、前記一対の掘削回転用の爪片との間に、前記一対の掘削回転用の係止片
と前記一対の締め固め用の係止片との間の位相のずれと同一の位相のずれを持たせて、垂
下支持片を介して、起伏回動自在に、かつ伏状態で、該締め固め用の係止片の係止端と係
止し得るとともに、周方向１８０度の先端間角度間隔となるように配した一対の締め固め
回転用の爪片であって、それらの先端が該締め固め回転用の係止片の係止端に係止した状
態から前記上部伝達板を逆方向に１８０度回転させた場合に、該締め固め用の係止片の係
止片と反対側の端部から起立回動状態になって傾斜上面に載った状態となるように構成し
た一対の締め固め用の爪片と、
で構成したものである。
【００２０】
　本発明の５は、本発明の４の無排土砕石杭形成具において、
　前記上下方向連結手段を、
　前記回転軸に固設した上部連結板及び下部連結板であって、前記下部伝達板の直上にス
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ライド可能に配した上部連結板及び該下部伝達板の直下にスライド可能に配した下部連結
板で構成したものである。
【００２１】
　本発明の６は、本発明の１、２又は３の無排土砕石杭形成具において、
　前記回転伝達手段を、
　前記ケーシングの上端にその周端を固設した円板状の下部伝達板であって、中央部に前
記回転軸を回転自在に貫通させる軸孔を開口した下部伝達板と、
　前記回転軸の前記下部伝達板より上方の部位に中央部を固設した円板状の上部伝達板と
、
　前記下部伝達板の上面の仮装円弧上に周方向１８０度の中心間角度間隔で立設固定した
一対の伝達下片と、
　前記上部伝達板の前記下部伝達板における一対の伝達下片を配した仮装円弧と対応する
仮装円弧上に、周方向１８０度の中心間角度間隔で垂下固定した伝達上片と、
で構成したものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明１の無排土砕石杭形成具によれば、建築用の敷地等の地盤が軟弱である場合に、
これをその敷地の所定の位置に直立させ、適当な回転駆動装置を用いて若干の荷重をかけ
ながら正回転（掘削回転）駆動することで地盤中にその回転軸の掘削翼でねじ込み掘削さ
せ、掘削土砂を掘削孔の内周壁に押し付け密着させつつ下降させ、最終段階、すなわち、
該掘削翼が設計深度に到達した段階で、該正回転駆動を停止させ、次いで、該回転駆動装
置に一定角度の逆回転駆動をさせてケーシングの最下部の開閉手段を開動作させるのに前
後して、該ケーシングの地上に露出している部位の投入口のうち最下部の投入口から砕石
（該砕石に代わる砂利等でも良い）を投入し、その後、該回転駆動装置に逆回転駆動をさ
せ、該砕石を回転軸の最下部の掘削翼で掘削孔の底部に吐出下降させ、更に圧力を掛けて
締め固めつつ上昇する。
【００２３】
　その後、更に投入した砕石を前記掘削翼で掘削孔中に吐出下降させ、かつ圧力を掛けて
締め固めつつ所定の高さ上昇し、ケーシングに開口した投入口のうちいずれかが地上の砕
石供給手段の設置位置と一致したところで、この無排土砕石杭形成具の逆転動作を停止さ
せ、また適量の砕石を投入する。その後、先の砕石の投入から次の砕石の投入までの工程
を必要なだけ繰り返し、最後は、最後に投入した砕石を掘削孔中に吐出し、かつ締め固め
を完了させることで終了となる。こうして、地下水や掘削土砂を地上に排出させることな
く、砕石杭を形成し、軟弱地盤の支持力を向上させることができる。
【００２４】
　詳細には、まず建築用の敷地等の地盤が軟弱である場合に、この無排土砕石杭形成具を
その敷地の所定の位置に直立させる。ケーシングの最下部から突出垂下している掘削翼の
回転軸の下端で位置決めし、続いて、アースオーガー等の回転駆動装置を用いて若干の荷
重をかけながら正回転（掘削回転）駆動し、地盤中に掘削翼でねじ込み掘削させる。なお
、該アースオーガー等の回転駆動装置は、この無排土砕石杭形成具の回転軸の上端にその
駆動軸を結合し、例えば、適当な建設機械で支持するリーダーに昇降自在に取り付けたも
のである。
【００２５】
　前記のように、回転駆動装置で回転軸を正回転駆動すると、当然、回転軸が正回転し、
前記回転伝達手段の作用により、前記開閉手段のケーシング側開閉板及び回転軸側開閉板
で、それぞれ前記ケーシングの下端をほぼ半分ずつ閉じた状態で（両者で全部を閉じた状
態で）該回転軸からケーシングに回転力が伝達され、該回転軸と該ケーシングとが同時に
正回転することとなる。
【００２６】
　こうして前記回転軸の最下部の掘削翼が掘削回転（正回転）させられ、地盤に掘削孔を
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形成しながらねじ込み下降することになる。前記ケーシングも、前記のように、同時に正
回転しながら同時に下降することになる。このケーシングの該回転軸との同時下降は、前
記上下方向連結手段によって該ケーシングと該回転軸との間に上下方向の動きが生じない
ように連結されることによって確保される。また該掘削翼の掘削動作で生じた土砂は、こ
の時、前記のように、前記開閉手段のケーシング側開閉板及び回転軸側開閉板により該ケ
ーシングの下端が閉じた状態となっているので、該ケーシング中にその下端から侵入する
ことはなく、その外周と前記掘削孔の内周との間に侵入することとなる。
【００２７】
　この掘削動作の過程で、以上のように、ケーシングの外周と掘削孔の内周との間に侵入
した掘削土砂は、該ケーシングの外周で、該掘削孔の内周に押圧され、該掘削孔の周囲の
地盤と共に圧密されながら該掘削孔の内周に密着させられる。そのためこの無排土砕石杭
形成具による掘削過程では、掘削土砂の地上への排出が行われず、かつ、以上のように、
掘削孔の周囲及びその内周に密着された掘削土砂が圧密されているので、掘削孔の内周を
通じての地下水の湧き出しも少なくなる。
【００２８】
　この無排土砕石杭形成具は、このように、無排土状態で、かつ地下水の湧き出しも少な
い中で掘削を継続し、掘削孔を設計深度まで形成したところで、前記回転駆動装置による
正回転駆動動作を停止させ、引き続いて、該回転駆動装置を逆回転駆動し、前記回転軸を
一定角度以上逆回転動作させる。前記回転伝達手段は、回転軸を正回転駆動し、ケーシン
グが同時に正回転している状態から、反転して該回転軸を逆回転駆動させた場合は、該回
転軸が逆方向に一定角度だけ回転した後に、該ケーシングにその逆方向の回転を伝達する
ようになるように構成してあり、この後、該ケーシングは回転軸と同時に逆回転するよう
になる。なお、この逆方向の一定角度の回転は、１８０度又はそれに近い回転角度の回転
であり、前記開閉手段の回転軸側開閉板がケーシング側開閉板に重畳する状態となって、
該ケーシングの最下部の開閉手段が開くことになる。すなわち、該ケーシングの最下端の
ほぼ半分が開口することになる。
【００２９】
　この後又は前記回転駆動装置による正回転駆動動作の停止時点で、ケーシングの地上に
出ている部分に位置する投入口のうち、最も低い位置にある投入口から所定量の砕石（ま
たはこれに代わる砂利等）を投入する。なお、ケーシングは、以上の場合、該当する投入
口が地上に配してある砕石供給手段の位置と一致するように、回転させるべきなのは云う
までもない。また投入口の扉を開いて投入を行うべきなのは云うまでもない。
【００３０】
　前者の場合は、この後、引き続いて該回転駆動装置に逆回転駆動をさせ、後者の場合は
、その時点から該回転駆動装置を逆回転駆動させ、前記のように、開閉手段を開きかつ回
転軸の逆回転駆動をケーシングに伝達可能にし、その後は、いずれも同様に、回転軸及び
ケーシングを逆回転動作させ、砕石の掘削孔中への充填及び締め固めを行いながら、この
無排土砕石杭形成具を上昇させる。
【００３１】
　前記のように、開閉手段はケーシングの最下部のほぼ半分だけを開くものであるが、こ
のように開いた後は、ケーシングも回転軸と同時に逆回転動作するので、前記のように、
投入口から投入した砕石は、この逆回転動作時に、掘削孔の平面視の全領域に渡って充填
可能になる。すなわち、この逆回転動作に伴って、該開閉手段のほぼ半分の開口部を通じ
て下降する砕石は回転軸の最下部の掘削翼によってその下方に誘導され、かつ回転に伴っ
て掘削孔の平面視の全領域に充填され、こうして該掘削翼より下方に位置するようになっ
た砕石は、該掘削翼によって更に締め固めされることになる。
【００３２】
　投入した砕石の全部を掘削孔に充填し、かつ掘削翼によって締め固めが終了した場合は
、前記回転駆動装置の逆回転駆動動作を停止する。この場合は、その時点で地上に露出し
ている最下部の投入口を、前記砕石供給手段の位置に一致するように位置決めをしつつ前
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記回転軸に加える逆回転動作を停止させる。そうした上で、該投入口から所要量の砕石を
投入する。この後は、また前記回転駆動装置の逆回転駆動動作を再開し、回転軸及びケー
シングにこの逆回転力を伝え、前記掘削孔への砕石の充填及びその締め固めを行いつつ、
この無排土砕石杭形成具を上昇させる。この動作を掘削孔の最上部まで繰り返し、該掘削
孔への砕石の充填及び締め固めが完了すれば、地盤への砕石杭の形成作業は完了である。
【００３３】
　こうして本発明の１の無排土砕石杭形成具によれば、以上のように、掘削土砂の地上へ
の排出や地下水の湧き出しを回避しながら、比較的簡単な手順で砕石杭を形成し、軟弱地
盤の支持力を容易に向上させることができる。
【００３４】
　本発明の２の無排土砕石杭形成具によれば、その掘削回転動作時に、ケーシングの外周
に配した断続的な螺旋の作用で補助的な推進力を確保し得、掘削動作を容易に行い得るこ
ととなる。他方、該螺旋が断続的であることにより、掘削土砂は、該ケーシングの外周と
掘削孔の内周の間を通じて地上に排出されるようなことはない。該掘削土砂は該ケーシン
グの外周で該掘削孔の内周に押し付けられ圧密圧着されることになり、掘削作業を無排土
で行うことができる。
【００３５】
　本発明の３の無排土砕石杭形成具によれば、ケーシングにその長さ方向に沿って二列の
砕石投入口列を１８０度の周方向の角度間隔で設け、それぞれの列の投入口を該ケーシン
グの長さ方向に交互に設けたため、該ケーシングの長さ方向の殆どの部位で砕石の投入が
可能である。そのため、地上の比較的低い位置に砕石供給手段を配置していずれかの投入
口を利用して砕石の投入を行うことが可能になる。また以上のような投入口の配置とする
ことにより、ケーシングの剛性の低下を比較的小さなものとすることができる。
【００３６】
　本発明の４の無排土砕石杭形成具によれば、簡易な構成で、回転軸に加えられた正回転
の回転力をケーシングに伝達し、同期して正回転させることが可能であり、その後、回転
軸に逆回転の回転力が加えられた場合には、その初期には相対的に１８０度だけ回転軸の
みが逆回転し、その後、該ケーシングにもその逆回転の回転力の伝達が行われ、該ケーシ
ングも回転軸に同期して逆回転することができるようになっている。そのため、正回転か
ら反転して逆回転が開始するときの初期の１８０度の回転時の回転軸のみの回転動作を利
用して、開閉手段の開動作を行うことが可能になる。当然、回転軸が逆回転動作から正回
転動作に反転する場合も、初期の１８０度の正回転動作は、回転軸のみが行うこととなり
、その後に、前記したように、ケーシングも回転軸の正回転動作に同期して正回転動作を
することになる。そして、そのとき、その初期の１８０度の正回転時の回転軸のみの正回
転動作を利用して、開閉手段の閉動作を行うことが可能になる。
【００３７】
　本発明の５の無排土砕石杭形成具によれば、簡単な構成で、回転軸とケーシングとを、
それら相互の相対的な回転を許容しつつ、それらの上下方向（長さ方向）には連結する構
成を確保したものである。
【００３８】
　本発明の６の無排土砕石杭形成具によれば、簡単な構成で、回転軸の正回転及び逆回転
をケーシングに伝達可能であり、正逆回転の反転の際には、回転軸の空回り回転が１８０
度を若干下回るが、それは僅かであるので、これを利用した前記開閉手段のほぼ半分の開
閉に不都合は殆ど生じない。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】一実施例の無排土砕石杭形成具の一部切欠概略正面図。
【図２】一実施例の無排土砕石杭形成具の下部の開閉手段が閉じている状態の縦断面図。
【図３】一実施例の無排土砕石杭形成具の下部の開閉手段が開いている状態の縦断面図。
【図４】(a)は一実施例の無排土砕石杭形成具の開閉手段の直上で断面した、該開閉手段
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の閉じている状態の断面平面図、(b)は該開閉手段の開いている状態の断面平面図（掘削
翼は省略）。
【図５】一実施例の無排土砕石杭形成具の上部の一部断面正面図。
【図６】(a)は一実施例の回転伝達手段の正回転（掘削回転）動作時の状態を示す平面説
明図、(b)は一実施例の回転伝達手段の逆回転（締め固め回転）動作時の状態を示す平面
説明図。
【図７】一実施例の回転伝達手段の正回転（掘削回転）動作時の状態を示す側面部分図。
【図８】(a)は一実施例の無排土砕石杭形成具のケーシングの一部切欠正面図、(b)は他の
実施例の無排土砕石杭形成具のケーシングの一部切欠正面図、(c)は(a)及び(b)のケーシ
ングについて投入口を省略して示した一部切欠正面図（投入口がない場合の螺旋を示して
いる）。
【図９】(a)は一実施例の無排土砕石杭形成具のケーシングの投入口付近の一部切欠拡大
正面図、(b)は(a)のＡ－Ａ線断面図（背後側省略）、(c)は(a)のＢ－Ｂ線断面図（螺旋省
略）、(d)は他の実施例の投入口の開閉構造を示した拡大断面部分図、(e)はその正面図。
【図１０】(a)はケーシングの一部の縦断面説明図（投入口省略）、(b)は(a)のＣ－Ｃ線
断面説明図（螺旋省略）、(c)は回転軸の支持体の平面図。
【図１１】一実施例の無排土砕石形成具を用いて砕石杭を形成する前半の工程を示したも
ので、(a)は掘削工程開始時の状態を示した一部切欠正面断面図、(b)は設計深度の掘削を
完了した状態を示す一部切欠正面断面図、(c)は掘削孔への砕石の充填・締め固めを開始
した直後の状態を示す一部切欠正面断面図。
【図１２】一実施例の無排土砕石形成具を用いて砕石杭を形成する後半の工程を示したも
ので、(a)は掘削孔への砕石の充填・締め固め工程の終了直前の状態を示す一部切欠正面
断面図、(b)は掘削孔への砕石の充填・締め固め工程の終了状態を示す一部切欠正面断面
図。
【図１３】(a)は他の実施例の回転伝達手段の正回転（掘削回転）動作時の状態を示す平
面説明図、(b)は他の実施例の回転伝達手段の逆回転（締め固め回転）動作時の状態を示
す平面説明図。
【図１４】他の実施例の無排土砕石杭形成具の上部の回転伝達手段を示す一部断面正面図
。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、発明を実施するための形態を実施例に基づき、かつ添付図を参照しつつ詳細に説
明する。
【００４１】
　まず無排土砕石杭形成具１の構成を説明し、次いでこれを用いた無排土での砕石杭の形
成方法を説明する。
　この実施例の無排土砕石杭形成具１は、図１に示すように、下端に螺旋状の掘削翼２を
備えた回転軸３と、該回転軸３を包囲する円筒状のケーシング４と、該ケーシング４の下
端に構成した開閉手段５と、該ケーシング４の上端と前記回転軸３の上部の対応部位との
間に構成する後者から前者に回転力を伝える回転伝達手段６と、前記回転軸３と前記ケー
シング４との相互の回転方向の自由な動きを許容しつつ上下方向には相互を連結する上下
方向連結手段７と、で構成したものである。
【００４２】
　前記掘削翼２は、図１～図３に示すように、この実施例のそれは、前記回転軸３の最下
部に結合した螺旋部材である。該回転軸３は、最下部の掘削翼取付用として用いる部分が
上部と分離可能に構成してあり、該掘削翼２の螺旋部材は該回転軸３の最下部の掘削翼取
付用として用いる部分の周囲に構成する。該掘削翼２は、回転軸３の上記部位に配した二
枚の螺旋翼２ａ、２ｂからな部材である。各螺旋翼２ａ、２ｂの最下端にはそれぞれビッ
ト２ａ１、２ｂ１が配してあり、これで地盤ｇを掘削可能にしてある。螺旋のピッチは特
定のそれに限定されないが、若干狭い方が砕石ｓの締め固めの際に好都合であり、好まし
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い。この掘削翼２の外径は前記ケーシング４の外径より若干大きく構成する。該ケーシン
グ４の外径より１５～２５％程度大きな径とするのが適当である。この実施例では、ケー
シング４の外径を３４０ｍｍに設定し、この掘削翼２の外径は４００ｍｍとした。
【００４３】
　なお、この実施例では、掘削翼２を二つの螺旋翼２ａ、２ｂで構成したが、これに限ら
ず、一つの螺旋翼で構成することもできるのは云うまでもない。要するに、螺旋翼２の構
成は、特定のそれに限定されない。
【００４４】
　前記回転軸３は、最上部に連結する回転駆動装置８の発生する回転駆動力を最下部の掘
削翼２に伝えて、その正回転動作によりこれに掘削動作をさせ、又はその逆回転動作によ
りこれに砕石ｓの充填及び締め固め動作をさせるための手段であり、その要求に応じ得る
強度及び掘削動作を設計深度まで行いうる長さをもった円柱状の軸部材である。また上端
には、図１及び図５に示すように、当然、前記回転駆動装置８が連結可能となっている。
前記し、図１に示すように、上部には、前記ケーシング４との間に、回転伝達手段６及び
上下方向連結手段７が配してあり、かつ下部には開閉手段５が配してある。また該回転軸
の下端中央には、図１、図２及び図３に示すように、位置決め用の突起部３ａが構成して
ある。
【００４５】
　なお、回転軸３の前記掘削翼２取り付け用の部分とそれより上部との結合および回転駆
動装置８の駆動軸と回転軸３の上端との結合は、相互の端部を各々外装する連結管等を利
用して行うことができる。勿論、それ以外の種々の手段を自由に採用することができる。
【００４６】
　前記ケーシング４は、図１～図５及び図８(a)～(c)に示すように、また前記したように
、この実施例では、外径３４０ｍｍの円筒状部材を採用した。またこのケーシング４は、
図１及び図８(a)に示すように、その長さ方向に沿って定間隔で開口させた複数の投入口
９ａｈ、９ａｈ…、９ｂｈ、９ｂｈ…からなる二列の砕石投入口列９ａ、９ｂを配してあ
る。二列の砕石投入口列９ａ、９ｂは相互に周方向に１８０度の中心間角度間隔で配して
あり、一方の砕石投入口列９ａの投入口９ａｈ、９ａｈ…と、他方の砕石投入口列９ｂの
投入口９ｂｈ、９ｂｈ…とは、各々相互に高さ方向の位置関係では一致しないように配す
る。例えば、相互に、一方の投入口９ｂｈ（９ａｈ）が他方の上下隣接する二つの投入口
９ａｈ（９ｂｈ）、９ａｈ（９ｂｈ）の中間の高さ位置に位置することとなるように配置
する。
【００４７】
　図８(b)は、ケーシング４の他の例（符号は同じそれを用いている）を示している。こ
れは、二列の砕石投入口９ａ、９ｂの投入口９ａｈ、９ａｈ…、９ｂｈ、９ｂｈ…の間隔
をより広くした例に関する。
　なお、ケーシング４の最下部の方形開口９ｃはケーシング４内に配した回転軸３の最下
部に掘削翼２を取り付けた分離状態の回転軸３の掘削翼取付用の部位を結合する際に利用
する開口部である。この方形開口９ｃには、上下スライド自在なスライド扉９ｃｄが配し
てある。
【００４８】
　前記投入口９ａｈ（９ｂｈ）には、図９(a)～(c)に示すように、上下方向スライド自在
な扉９ａｄ（９ｂｄ）が配してある。該扉９ａｄ(９ｂｄ)の両側には、ケーシング４の内
周に固設したガイドレール９ａｒ（９ｂｒ）が配してあり、これによって該扉９ａｄ(９
ｂｄ)が上下方向スライド自在となっている。該扉９ａｄ（９ｂｄ）の中央上部には上下
スライド操作用の操作凹部９ａｇ（９ｂｇ）が形成してあり、ケーシング４内に砕石ｓを
投入する際は、該操作凹部９ａｇ（９ｂｇ）を利用して該扉９ａｄ(９ｂｄ)をスライド下
降させ、該投入口９ａｈ（９ｂｈ）を開くことができる。また投入した後は引き上げて投
入口９ａｈ（９ｂｈ）を閉じておく。また該扉９ａｄ（９ｂｄ）は、閉じた状態でロック
棒９ａｓ（９ｂｓ）を外部からロック孔に挿入することでロックし、掘削又は締め固め動
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作時にみだりにこの扉９ａｄ（９ｂｄ）が開かないようにすることができる。
【００４９】
　なお前記投入口９ａｈ（９ｂｈ）には、以上の扉９ａｄ（９ｂｄ）に代えて、図９(d)
及び(e)に示すように、該投入口９ａｈ（９ｂｈ）の一側、例えば、同図に示すように、
右側辺にヒンジｔを介してスイングドア状に開閉自在なスイング扉９ａｓｄ（９ｂｓｄ）
を配することとすることもできる。この場合は、該スイング扉９ａｓｄ（９ｂｓｄ）の左
辺に弾力的に変形可能な係止突部９ａｋ（９ｂｋ）を構成し、該投入口９ａｈ（９ｂｈ）
の対応する左側辺には該係止突部９ａｋ（９ｂｋ）を弾力的に係脱自在に係止し得る係止
凹部９ａｈｇ（９ｂｈｇ）を構成し、これによって該スイング扉９ａｓｄ（９ｂｓｄ）を
開閉自在かつ閉じた状態を一定の強さで固定できるようにする。また該スイング扉９ａｓ
ｄ（９ｂｓｄ）には、その正面左上部に操作凹部９ａｓｇ（９ｂｓｇ）を構成し、その中
に縦向きの操作棒９ａｓｒ（９ｂｓｒ）を固設し、これを掴んで該スイング扉９ａｓｄ（
９ｂｓｄ）を開閉操作できるようにしておくものとする。なお、以下の説明では、スイン
グ扉９ａｓｄ（９ｂｓｄ）ではなく、扉９ａｄ（９ｂｄ）が配してあるものとして説明す
る。
【００５０】
　前記ケーシング４は、図１及び図８(a)～(c)に示すように、更にその外周に断続する螺
旋１０が配してある。この螺旋１０は丸鋼材をその外周に巻き付け固定して構成したもの
であり、該ケーシング４の下方のそれはピッチを狭く構成し、上方に向かって段階的に広
く構成してある。螺旋１０の方向は、前記掘削翼２と同一方向であり、該掘削翼２による
掘削下降時に、その推進力を補助する作用を果たすことを期待するものである。もっとも
、該螺旋１０は、掘削土砂をこの螺旋１０によって該ケーシング４の外周と掘削孔ｈの内
周との間を通じて地上に排出しないように、前記したように、断続状態、すなわち、数カ
所で切れた状態に構成してあるものである。かくして、この無排土砕石杭形成具１による
掘削動作時に、掘削土砂は、地上に排出されず、該ケーシング４の外周で掘削孔ｈの内周
に押し付けられ、圧密圧着させられることになる。
【００５１】
　以上のように、螺旋１０の構成は、この実施例の場合を示す図８(a)も、他の例を示す
図８(b)の場合も同様である。投入口９ａｈ、９ａｈ…、９ｂｈ、９ｂｈ…の位置が異な
るので、削除される位置が異なるだけである。なお、図８(c)は、ケーシング４に開口し
た投入口９ａｈ、９ａｈ…、９ｂｈ、９ｂｈ…を省略して螺旋１０をそれらによる削除の
ない状態で描いたものである。
【００５２】
　またケーシング４には、図１０(a)～(c)に示すように、その内周の上下方向の複数の位
置に軸心に沿って配してある支持体４ｓで回転軸３を該軸心に維持できるように構成して
ある。該支持体４ｓは、特に図１０(b)、(c)に示すように、ほぼ半ドーナツ型をなし、そ
の半円弧状外周部でケーシング４の内周に固設し、図１０(a)、(b)に示すように、内側の
半円弧部で回転軸３を回転自在に支持するものである。特に、同図に示すように、段違い
に配した一対の支持体４ｓ、４ｓで回転軸３をケーシング４の軸芯に沿って確実に回転自
在に支持するものである。
【００５３】
　前記開閉手段５は、図１～図４(a)、(b)に示すように、ケーシング４の下端直上の内周
にその外周端を固設したケーシング側開閉板５ａと、前記回転軸３の該ケーシング側開閉
板５ａよりその厚み分だけ低い位置にその内周を固設した回転軸側開閉板５ｂとで構成し
たものである。該ケーシング側開閉板５ａは、特に図４(a)、(b)に示すように、平面視ほ
ぼ半円形の板状部材であり、上記のように、半円弧状の外周端をケーシング４の下端直上
の内周に固設したものである。またその円弧の中心を通る仮装線に沿った辺である直径辺
は、その中央部に半円形に切り欠いた半円形切欠部５ａ１が形成してある。この半円形切
欠部５ａ１は、この位置を通過する回転軸３との干渉を回避する趣旨のものである。
【００５４】



(12) JP 4849580 B1 2012.1.11

10

20

30

40

50

　前記回転軸側開閉板５ｂは、特に図４(a)、(b)に示すように、平面視ほぼ半円形の板状
部材であり、その半円形の円の中心を通過する仮装線より僅かに外側を通過する直径辺の
中央部に半円形の膨出部を構成し、該膨出部及び本体部分中に、該半円形の円の中心を中
心とする結合孔５ｂ１を形成し、この結合孔５ｂ１で回転軸３に外装状態に固設したもの
である。該回転軸側開閉板５ｂを該回転軸３に固設する高さ位置は、前記したように、前
記ケーシング側開閉板５ａの直下であり、該回転軸３を回転させると、該回転軸側開閉板
５ｂの上面が該ケーシング側開閉板５ａの下面にスライド自在に接触しうる高さである。
【００５５】
　前記ケーシング４の下部の、該ケーシング側開閉板５ａの配していない半分及びこれを
僅かに越える範囲には、図１～図４(a)、(b)に示すように、前記回転軸側開閉板５ｂの周
端を支持するレール部５ｂ２を構成する。このレール部５ｂ２は、特に図２及び図３に示
すように、鍔状の構成となっており、その直下に該回転軸側開閉板５ｂの外周端付近を摺
動自在に配しつつ、上方に押し上げられないように支持するようになっている。なお、こ
のレール部５ｂ２の両端部はケーシング側開閉板５ａに当接するまで延びている。
【００５６】
　この開閉手段５は、後述するように、前記回転伝達手段６により、前記掘削翼２を掘削
回転（正回転）させる場合は、図２及び図４(a)に示すように、前記ケーシング４の下部
を閉じ、すなわち、ケーシング側開閉板５ａと回転軸側開閉板５ｂとが重畳せず、該ケー
シング４の下部開口部をほぼ半分ずつ閉じている状態となり、該掘削翼２を砕石の締め固
め回転（逆回転）をさせる場合は、図３及び図４(b)に示すように、前記ケーシング４の
下部を開き、すなわち、ケーシング側開閉板５ａと回転軸側開閉板５ｂとが重畳し、該ケ
ーシング４の下部開口部をほぼ半分だけ開いている状態となるように駆動される。
【００５７】
　前記回転伝達手段６は、以上に述べたように、開閉手段５の開閉を行いながら回転軸３
からケーシング４に回転（正回転及び逆回転）を伝達できるものであれば、特定のそれに
限定されない。
【００５８】
　この実施例では、前記回転伝達手段６は、図１、図５～図７に示すように、前記ケーシ
ング４の上端にそのそと周端を固設した円板状の下部伝達板６ａと、該下部伝達板６ａの
上方で中央部を前記回転軸３に固設した上部伝達板６ｂと、該下部伝達板６ａの上面の外
周端寄りの仮想円弧上に周方向１８０度の係止端間角度間隔で固設した一対の掘削回転用
の係止片６ａ１、６ａ１と、該下部伝達板６ａの上面の内側の仮装円弧上に周方向１８０
度の係止端間角度間隔で固設した一対の締め固め回転用の係止片６ａ２、６ａ２と、前記
上部伝達板６ｂの前記下部伝達板６ａにおける掘削回転用の係止片６ａ１、６ａ１の仮装
円弧と対応する仮装円弧上に、垂下支持片６ｂ１、６ｂ１を介して、起伏回動自在に、か
つ伏状態で、該掘削回転用の係止片６ａ１、６ａ１の係止端６ａ１１と係止し得るととも
に、周方向１８０度の先端間角度間隔となるように配した一対の掘削回転用の爪片６ｂ２
、６ｂ２と、前記上部伝達板６ｂの前記下部伝達板６ａにおける締め固め回転用の係止片
６ａ２、６ａ２の仮装円弧と対応する仮装円弧上に、前記垂下支持片６ｂ１、６ｂ１を介
して、起伏回動自在に、かつ伏状態で、該締め固め用の係止片６ａ２、６ａ２の係止端６
ａ２１と係止し得るとともに、周方向１８０度の先端間角度間隔となるように配した一対
の締め固め回転用の爪片６ｂ３、６ｂ３とで構成したものである。
【００５９】
　前記下部伝達板６ａは、図５及び図６(a)、(b)に示すように、前記のように、前記ケー
シング４の上端にその外周端部を固設した円板状の部材であり、その中央部には前記回転
軸３を貫通させる軸孔６ａ３を開口してあり、この軸孔６ａ３を該回転軸３の上部が貫通
している。該軸孔６ａ３は、該回転軸３の外径より僅かに大径に開口した孔であり、該回
転軸３は回転自在な状態で貫通している。
【００６０】
　前記上部伝達板６ｂは、図５及び図６(a)、(b)に示すように、前記下部伝達板６ａの上
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方で中央部を前記回転軸３に固設した円板状の部材である。該上部伝達板６ｂはその径を
該下部伝達板６ａとほぼ同一に構成したものである。
【００６１】
　前記掘削回転用の係止片６ａ１、６ａ１は、前記し、図６(a)、(b)に示すように、該下
部伝達板６ａの上面の外周端寄りの仮想円弧上に周方向１８０度の係止端間角度間隔で固
設したものであり、各々、時計回り方向で見た場合に、その後端側が垂直に立ち上がる係
止端６ａ１１となっている。また該掘削回転用の係止片６ａ１は、図７に示すように、該
係止端６ａ１１側が高く、その反対側が低く構成され、その上面は、反対側の低い方から
係止端６ａ１１側に向かって高くなる上向き傾斜の傾斜上面となっている。
【００６２】
　前記締め固め用の係止片６ａ２、６ａ２は、前記し、図６(a)、(b)に示すように、該下
部伝達板６ａの上面の前記掘削回転用の係止片６ａ１、６ａ１より内側の仮装円弧上に周
方向１８０度の係止端角度間隔で固設したものであり、各々、反時計回り方向で見た場合
に、その後端側が垂直に立ち上がる係止端６ａ２１となっている。また該締め固め回転用
の係止片６ａ２は、図７に示すように、該係止端６ａ２１側が高く、その反対側が低く構
成され、その上面は、反対側の低い方から係止端６ａ２１側に向かって高くなる上向き傾
斜の傾斜上面となっている。
【００６３】
　前記掘削回転用の爪片６ｂ２、６ｂ２は、前記し、図１及び図５～図７に示すように、
前記上部伝達板６ｂの前記下部伝達板６ａにおける掘削回転用の係止片６ａ１、６ａ１を
配した仮装円弧に対応する仮装円弧上に、垂下支持片６ｂ１、６ｂ１を介して、配したも
のである。詳細には、該掘削回転用の爪片６ｂ２、６ｂ２は、特に図５及び図７に示すよ
うに、それぞれ、該上部伝達板６ｂの下面に固設垂下した該垂下支持片６ｂ１、６ｂ１の
外面側に起伏回動自在に軸着したものであり、特に図７及び図６(a)、(b)に示すように、
時計回りの場合に、伏状態で、該掘削回転用の係止片６ａ１、６ａ１の係止端６ａ１１に
係止し得るように配してある。
【００６４】
　なお、該一対の掘削回転用の爪片６ｂ２、６ｂ２は、該垂下支持片６ｂ１、６ｂ１に図
示しないねじりコイルバネによって先端側が下方回動（図７中反時計回り）するように付
勢してあり、他方、そのねじりコイルバネの作用により、該掘削回転用の爪片６ｂ２、６
ｂ２の先端が、前記下部伝達板６ａの上面に接触するほどには下方回動せず、適切に掘削
回転用の係止片６ａ１の係止端６ａ１１に係止しうるように（回転軸３の正回転の場合）
、該爪片６ｂ２、６ｂ２の下側に前記垂下支持片６ｂ１、６ｂ１に固設した規制片６ｂ１
１が配してあるものである。この状態で、該一対の掘削回転用の爪片６ｂ２、６ｂ２の先
端は、相互に、周方向１８０度の先端間角度間隔となるように配してある訳である。
【００６５】
　また、以上のように、該一対の掘削回転用の爪片６ｂ２、６ｂ２を回動自在で反時計回
り（図７中）に付勢してあるため、前記回転軸３を逆回転（平面視反時計回り）させて、
該一対の掘削回転用の爪片６ｂ２、６ｂ２を下方の下部伝達板６ａに対して相対的に１８
０度逆方向に回転させると、それらの先端が、図６(a)に示す、該掘削回転用の係止片６
ａ１、６ａ１の係止端６ａ１１に係止した状態から該掘削回転用の係止片６ａ１、６ａ１
の係止端６ａ１１と反対側の端部から起立回動状態になって、図６(b)に示す、傾斜上面
に載った状態となる。図７には、締め固め回転用の爪片６ｂ３、６ｂ３が締め固め用の係
止片６ａ２、６ａ２の係止端６ａ２１と反対側の端部から起立回動状態になって傾斜上面
に載った状態が示されており、向きは反対であるが、掘削回転用の爪片６ｂ２、６ｂ２も
これと同様になるわけである。
【００６６】
　前記一対の締め固め回転用の爪片６ｂ３、６ｂ３は、前記し、図１及び図５～図７に示
すように、前記上部伝達板６ｂの前記下部伝達板６ａにおける締め固め回転用の係止片６
ａ２、６ａ２を配した仮装円弧に対応する仮装円弧上に、垂下支持片６ｂ１、６ｂ１を介
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して、配したものである。詳細には、該締め固め回転用の爪片６ｂ３、６ｂ３は、特に図
５及び図７に示すように、それぞれ、前記垂下支持片６ｂ１、６ｂ１の内面側に起伏回動
自在に軸着したものであり、特に図７及び図６(a)、(b)に示すように、反時計回りの場合
に、伏状態で、該締め固め回転用の係止片６ａ２、６ａ２の係止端６ａ２１に係止し得る
ように配してある。
【００６７】
　なお、該一対の締め固め回転用の爪片６ｂ３、６ｂ３は、該垂下支持片６ｂ１、６ｂ１
に図示しないねじりコイルバネによって先端側が下方回動（図７中時計回り）するように
付勢してあり、他方、そのねじりコイルバネの作用により、該締め固め回転用の爪片６ｂ
３、６ｂ３の先端が、前記下部伝達板６ａの上面に接触するほどには下方回動せず、適切
に締め固め回転用の係止片６ａ２、６ａ２の係止端６ａ２１に係止しうるように（回転軸
３の逆回転（平面視反時計回り）の場合）、該爪片６ｂ３、６ｂ３の下側に前記垂下支持
片６ｂ１、６ｂ１に固設した規制片が配してあるものである。この状態で、該一対の締め
固め回転用の爪片６ｂ３、６ｂ３の先端は、相互に、周方向１８０度の先端間角度間隔と
なるように配してある訳である。
【００６８】
　また、以上のように、該一対の締め固め回転用の爪片６ｂ３、６ｂ３を回動自在で時計
回り（図７中）に付勢してあるため、前記回転軸３を回転（平面視時計回り）させて、該
一対の締め固め回転用の爪片６ｂ３、６ｂ３を下方の下部伝達板６ａに対して相対的に１
８０度反対方向に回転させると、それらの先端が、図６(b)に示す、該締め固め回転用の
係止片６ａ２、６ａ２の係止端６ａ２１に係止した状態から該締め固め回転用の係止片６
ａ２、６ａ２の係止端６ａ２１と反対側の端部から起立回動状態になって、図６(a)及び
図７に示す、傾斜上面に載った状態となる。
【００６９】
　なお、以上の一対の掘削回転用の爪片６ｂ２と締め固め回転用の爪片６ｂ３とは、掘削
回転用の係止片６ａ１と締め固め回転用の係止片６ａ２との間の位相のずれと同様の位相
のずれを持たせて配置する。
【００７０】
　なおまたこの回転伝達手段６は、掘削回転用の爪片６ｂ２、６ｂ２、掘削回転用の係止
片６ａ１、６ａ１、締め固め回転用の爪片６ｂ３、６ｂ３及び締め固め回転用の係止片６
ａ２、６ａ２の上部伝達板６ｂ及び下部伝達板６ａへの取付位置関係を、前記開閉手段５
における開閉動作が以下のように行われうるように設定する。すなわち、該回転伝達手段
６により、前記掘削翼２を掘削回転（正回転）させる場合は、図２及び図４(a)に示すよ
うに、前記ケーシング側開閉板５ａと前記回転軸側開閉板５ｂとが重畳せず、該ケーシン
グ４の下部開口部をほぼ半分ずつ閉じている状態となり、他方、該回転伝達手段６により
、該掘削翼２を砕石の締め固め回転（逆回転）させる場合は、図３及び図４(b)に示すよ
うに、該ケーシング側開閉板５ａと回転軸側開閉板５ｂとが重畳し、該ケーシング４の下
部開口部を約半分だけ開いている状態となるようにする。
【００７１】
　前記上下方向連結手段７は、図１及び図５に示すように、それぞれ前記回転軸３に固設
した上部連結板７ａ及び下部連結板７ｂと前記下部伝達板６ａとで構成したものである。
該上部連結板７ａは、同図に示すように、前記ケーシング４の上端に固設してある該下部
伝達板６ａの直上で回転軸３にその中央部で固設した円板状部材であり、該下部連結板７
ｂは、同図に示すように、該下部伝達板６ａの直下で回転軸３にその中央部で固設した円
板状部材である。こうして回転軸３とケーシング４とは、この上下方向連結手段７の上部
連結板７ａ及び下部連結板７ｂと前記下部伝達板６ａとを介して周方向には相互に回転自
在に、そして上下方向には連結状態に結合されるものである。なお、該下部伝達板６ａは
、前記したように、前記回転伝達手段６の一要素を兼ねるものでもある。
【００７２】
　しかしてこの実施例の無排土砕石杭形成具１は、建築用の敷地等の地盤ｇが軟弱である
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場合に、以下のように使用して、その工程の実行中に、地下水や掘削土砂を地上に排出す
ることなく、良好な砕石杭を形成し、軟弱地盤ｇの支持力を向上させることができる。
【００７３】
　まず建築用の敷地等の地盤ｇが軟弱である場合に、図１１(a)に示すように、この無排
土砕石杭形成具１をその敷地の所定の位置に直立させる。このとき、位置決めは、ケーシ
ング４の最下部から突出垂下する掘削翼２の下端中央に位置する位置決め用の突起部３ａ
を用いて行う。また、このとき、同図に示すように、無排土砕石杭形成具１の下部側方に
、その投入口９ａｈ、９ａｈ…、９ｂｈ、９ｂｈ…を通じての砕石ｓのケーシング４内へ
の投入を行う砕石供給手段１１を設置しておく。
【００７４】
　続いて、アースオーガー等の回転駆動装置８を用いて若干の荷重をかけながら前記回転
軸３を正回転（掘削回転）駆動し、地盤ｇ中に掘削翼２でねじ込み掘削させる。
【００７５】
　なお、該回転駆動装置８は、図１及び図５等に示すように、この無排土砕石杭形成具１
の回転軸３の上端にその駆動軸を結合し、図示しない適当な建設機械で支持するリーダー
に昇降自在に取り付けたものである。
【００７６】
　前記のように、回転駆動装置８で回転軸３を正回転駆動（掘削回転駆動）すると、当然
、該回転軸３が正回転する。この時点の状態、すなわち、開閉手段５の開度の状態が、例
えば、図３及び図４(b)に示すように、１８０度分全開であれば、前記回転伝達手段６は
、その掘削回転用の爪片６ｂ２、６ｂ２、掘削回転用の係止片６ａ１、６ａ１、締め固め
用の爪片６ｂ３、６ｂ３、締め固め用の係止片６ａ２、６ａ２は、図６(b)の状態にあり
、回転軸３に正方向１８０度のから周りをさせ、図６(a)の状態にして、ケーシング４に
もその正方向の回転力を伝達するようにする。開閉手段５が９０度分の半開であれば、回
転軸３を９０度の空回りをさせた上で、図６(b)の状態に導き、ケーシング４に同方向の
回転力を伝えるようにする。
【００７７】
　またこのとき、同時に、その回転軸３の該当する角度の空回り回転によって、前記開閉
手段５を前記１８０度分の全開状態から、図２及び図４(a)に示す全閉状態に、９０度分
の半開状態から同様な全閉状態に、その他種々の開状態から同様な全閉状態に導く。開閉
手段５が、回転軸３の正回転駆動開始時に全閉状態であれば、回転伝達手段６の掘削回転
用の爪片６ｂ２、６ｂ２、掘削回転用の係止片６ａ１、６ａ１、締め固め用の爪片６ｂ３
、６ｂ３、締め固め用の係止片６ａ２、６ａ２は、図６(a)の状態にあり、直ちに該回転
軸３に加えられた正回転の駆動力はケーシング４にも伝達される。
【００７８】
　こうして前記回転軸３に正回転駆動力が加えられると、その最下部の掘削翼２が掘削回
転（正回転）させられ、地盤ｇに掘削孔ｈを形成しながらねじ込み下降することになる。
前記ケーシング４も、前記所定のタイミングで同時に正回転するようになり、該回転軸３
にはその時点から若干の下降荷重をかけるようにする。こうして前記掘削翼２により地盤
ｇが掘削され、回転軸３とケーシング４とは同時に下降することになる。
【００７９】
　このケーシング４の該回転軸３との同時下降は、前記上下方向連結手段７によって該ケ
ーシング４と該回転軸３との間に上下方向の動きが生じないように連結されることによっ
て確保される。前記一定の場合の回転軸３の空回りも、該上下方向連結手段７が該ケーシ
ング４と該回転軸３の上下方向の連結を相互の相対的な周方向の自由な回転を許容しつつ
行うものであるため確保される。
【００８０】
　また以上の掘削下降工程では、該掘削翼２の掘削動作で生じた土砂は、このとき、前記
のように、該ケーシング４の下端が前記開閉手段５のケーシング側開閉板５ａ及び回転軸
側開閉板５ｂにより全閉状態となっているので、該ケーシング４中にその下端から侵入す
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ることはなく、その外周と前記掘削孔ｈの内周との間に侵入することとなる。
【００８１】
　この掘削動作の過程で、以上のように、ケーシング４の外周と掘削孔ｈの内周との間に
侵入した掘削土砂は、該ケーシング４の外周で、該掘削孔ｈの内周に押圧され、該掘削孔
ｈの周囲の地盤ｇと共に圧密されながら該掘削孔ｈの内周に密着させられる。そのためこ
の無排土砕石杭形成具１による掘削過程では、地上への掘削土砂の排出が行われず、かつ
、以上のように、掘削孔ｈの周囲及びその内周に密着された掘削土砂が圧密されるので、
地下水の湧き出しも少なくなり、地下水が地上にあふれ出ることもない。また前記投入口
９ａｈ、９ａｈ…、９ｂｈ、９ｂｈ…には扉９ａｄが配してあるので、ケーシング４の周
囲に侵入した土砂が該ケーシング４内に入ってしまうこともない。
【００８２】
　なおまた、ケーシング４の外周には、掘削翼２と同方向の螺旋１０が配してあるが、こ
の螺旋１０は、断続的に構成してあるため、掘削土砂を若干引き上げる作用はあるものの
、地上まで引き上げることはない。それ故、地上に土砂を排出する問題は生ぜず、ケーシ
ング４の外周でそのような土砂を掘削孔ｈの内周に圧密・密着させる作用を妨げることは
ない。他方、断続的でも、螺旋１０を構成したことにより、掘削動作時には、この無排土
砕石杭形成具１に補助的な下降推進力を加えることができる。
【００８３】
　この無排土砕石杭形成具１は、このように、無排土状態で、かつ地下水の湧き出しも少
ない中で掘削を継続し、図１１(b)に示すように、掘削孔ｈを設計深度まで形成したとこ
ろで、前記回転駆動装置８による正回転駆動動作を停止させ、引き続いて、該回転駆動装
置８を逆回転駆動し、前記回転軸を１８０度以上逆回転動作させる。
【００８４】
　このとき、前記回転伝達手段６の作用により、この逆方向回転の初期には、回転軸３の
みが回転し、該回転軸３が反転初期から１８０度分の逆回転をしたところで、ケーシング
４にも逆方向の回転力が伝達されるようになる。すなわち、該回転伝達手段６は、それま
で図６(a)の状態であったものが、回転軸３の逆方向の１８０度分の回転で図６(b)の状態
になり、ケーシング４に回転力を伝達することが可能になる。そしてこのとき、この回転
軸３の逆方向の１８０度分の空回りにより、前記開閉手段５が、図２及び図４(a)の閉じ
た状態（全閉状態）から図３及び図４(b)の開いた状態（１８０度分の全開状態：該ケー
シング４の最下端がほぼ半分開いた状態）になる。
【００８５】
　ここでまた前記回転駆動装置８の回転駆動動作を停止させる。この停止状態で、ケーシ
ング４の地上に露出している部分に位置する砕石投入口列９ａ、９ｂの複数の投入口９ａ
ｈ、９ａｈ…、９ｂｈ、９ｂｈ…のうち、最も低い位置にある投入口９ａｈ（９ｂｈ）か
ら所定量の砕石ｓを投入する。なお、最も低い位置にある投入口９ａｈ（９ｂｈ）が前記
砕石供給手段１１と高さ又はケーシング４の周方向の角度位置が一致していない場合は、
必要なだけ回転させ又は引き上げながら調整し、該当する投入口９ａｈ（９ｂｈ）の位置
を該砕石供給手段１１と一致させるべきなのは云うまでもない。
【００８６】
　引き続いて、該当する投入口９ａｈ（９ｂｈ）の扉９ａｄ（９ｂｄ）をスライド下降さ
せて開口し、前記砕石供給手段１１から該投入口９ａｈ（９ｂｈ）を通じてケーシング４
内に所定量の砕石ｓを投入し、更に該扉９ａｄ（９ｂｄ）をスライド上昇させて該投入口
９ａｈ（９ｂｈ）を閉じた上で、また前記回転駆動装置８を逆回転動作させ、回転軸３及
びケーシング４に逆回転動作させ、更に該回転軸３の逆回転動作に伴う掘削翼２の逆回転
動作をさせながら、この無排土砕石杭形成具１を徐々に上昇させる。
【００８７】
　前記し、図３及び図４(b)に示すように、開閉手段５は、全開であっても、ケーシング
４の最下部をほぼ半分だけを開くものであるが、このように開いた後は、ケーシング４も
回転軸３と同時に逆回転動作するので、投入口９ａｈ（９ｂｈ）から投入した砕石ｓは、
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この逆回転動作時に、掘削孔ｈの平面視の全領域に渡って充填可能になる。すなわち、こ
の逆回転動作に伴って該開閉手段５のほぼ半分の開口部もまた同時に逆回転するので、該
開口部を通じて下降する砕石ｓは、掘削孔ｈの平面視の全領域にわたって敷き詰められる
こととなり、該掘削孔ｈの全領域に渡って充填されることとなるものである。
【００８８】
　こうして、図１１(c)に示すように、砕石ｓは、開閉手段５の開口部から降下し、回転
軸３の最下部の掘削翼２によってその下方に誘導され、かつ掘削孔ｈの全領域に充填され
、更に該掘削翼２より下方に位置するようになった砕石ｓは、該掘削翼２によって締め固
めされることになる。投入した砕石ｓの充填及び締め固めが終了した場合には、また回転
駆動装置８の逆回転動作を停止させる。その時点で最も砕石供給手段１１の近くに位置す
る投入口９ａｈ（９ｂｈ）を該砕石供給手段１１に一致させて停止させる。引き続いて該
砕石供給手段１１を用いて該投入口９ａｈ（９ｂｈ）を通じて所定量の砕石ｓを投入し、
その後、また回転駆動装置８を逆回転動作させつつ該無排土砕石杭形成具１を徐々に上昇
させ、図１２(a)に示すように、該砕石ｓを最下部の開閉手段５の開口部から掘削孔ｈ中
に充填し、かつ前記掘削翼２によってその締め固めを行う。
【００８９】
　砕石ｓの投入から締め固め完了までのサイクルを必要なだけ、すなわち、掘削孔ｈの最
上部まで繰り返し、図１２(b)に示すように、該掘削孔ｈへの砕石ｓの充填及び締め固め
が完了すれば、地盤ｇへの砕石杭の形成作業は完了である。
【００９０】
　こうしてこの実施例の無排土砕石杭形成具によれば、以上のように、掘削土砂の排出や
地下水の湧き出しを回避しながら、比較的簡単な手順で砕石杭を形成し、軟弱地盤ｇの支
持力を容易に向上させることができる。
【００９１】
　図１３及び図１４は、回転伝達手段の他の例を示すものである。
　この回転伝達手段は、前記下部伝達板６ａと、前記上部伝達板６ｂと、該下部伝達板６
ａの上面の外周近くの仮装円弧上に周方向１８０度の中心間角度間隔で立設固定した一対
の伝達下片６ａｘ、６ａｘと、該上部伝達板６ｂの該下部伝達板６ａにおける一対の伝達
下片６ａｘ、６ａｘを配した仮装円弧と対応する仮装円弧上に、周方向１８０度の中心間
角度間隔で垂下固定した伝達上片６ｂｙ、６ｂｙとで構成したものである。これは、前記
下部連結板７ｂと下部伝達板６ａと上部伝達板６ｂ及び伝達上片６ｂｙ、６ｂｙとで上下
方向連結手段を構成するものでもある。
【００９２】
　従って回転軸３に正回転の駆動力が加えられると、該回転軸３が正回転し、上部伝達板
６ｂも正回転する。これに伴って伝達上片６ｂｙ、６ｂｙも前記仮装円弧に沿って正回転
し、そのときの状態に従って、直ちに又は一定角度回転した後に、図１３(a)に示すよう
に、該伝達上片６ｂｙ、６ｂｙは、伝達下片６ａｘ、６ａｘの一面にそれぞれ当接し、こ
れを押して下部伝達板６ａに正回転方向の回転力を伝え、これを介して、回転軸３の正回
転をケーシング４に伝達できることになる。
【００９３】
　この後、回転軸３に逆方向の回転駆動力が加えられると、上部伝達板６ｂ及びこれに固
設した伝達上片６ｂｙ、６ｂｙも逆回転し、逆回転初期には１８０度近くの空回りの後、
図１３(b)に示すように、該伝達上片６ｂｙ、６ｂｙは伝達下片６ａｘ、６ａｘの他面に
当接するに至り、後者を押して下部伝達板６ａに逆回転方向の回転力を伝え、これを介し
て、回転軸３の逆回転をケーシング４に伝達できることになる。しかしてこの状態から回
転軸３を正回転させた場合は、１８０度近くのその空回りの後に、ケーシング４にその回
転を伝達できるようになる。
【００９４】
　開閉手段５の開閉動作は、以上の回転軸３の空回りのときに行うことができることは云
うまでもない。
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　また上下方向連結手段としては、例えば、回転軸３を引き上げると、下部連結板７ｂの
上面が下部伝達板６ａの下面に当接して、これを引き上げることが可能になり、回転軸３
を下降させると、上部伝達板６ｂ及び伝達上片６ｂｙ、６ｂｙが下部伝達板６ａを押し下
げるように作用することで、該回転軸３とケーシング４との回転自在な上下方向の連結を
実現しているものである。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本発明の無排土砕石杭形成具は、土木工事用部材の製造業の分野及び土木工事の分野で
有効に利用することができる。
【符号の説明】
【００９６】
　１　　無排土砕石杭形成具
　２　　掘削翼
　２ａ、２ｂ　螺旋翼
　２ａ１、２ｂ１　ビット
　３　　回転軸
　３ａ　突起部
　４　　ケーシング
　４ｓ　支持体
　５　　開閉手段
　５ａ　ケーシング側開閉板
　５ａ１　半円形切欠部
　５ｂ　回転軸側開閉板
　５ｂ１　結合孔
　５ｂ２　レール部
　６　　回転伝達手段
　６ａ　下部伝達板
　６ａ１　掘削回転用の係止片
　６ａ１１　掘削回転用の係止片の係止端
　６ａ２　締め固め回転用の係止片
　６ａ２１　締め固め用の係止片の係止端
　６ａ３　軸孔
　６ａｘ　伝達下片
　６ｂ　上部伝達板
　６ｂ１　垂下支持片
　６ｂ１１　規制片
　６ｂ２　掘削回転用の爪片
　６ｂ３　締め固め回転用の爪片
　６ｂｙ　伝達上片
　７　　上下方向連結手段
　７ａ　上部連結板
　７ｂ　下部連結板
　８　　回転駆動装置
　９ａ　砕石投入口列
　９ａｄ　扉
　９ａｇ　操作凹部
　９ａｈ　投入口
　９ａｒ　ガイドレール
　９ａｓ　ロック棒
　９ｂ　砕石投入口列
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　９ｂｄ　扉
　９ｂｇ　操作凹部
　９ｂｈ　投入口
　９ｂｒ　ガイドレール
　９ｂｓ　ロック棒
　９ｃ　方形開口
　９ｃｄ　スライド扉
　１０　螺旋
　１１　砕石供給手段
　９ａｓｄ（９ｂｓｄ）　スイング扉
　９ａｋ（９ｂｋ）　係止突部
　９ａｈｇ（９ｂｈｇ）　係止凹部
　９ａｓｇ（９ｂｓｇ）　操作凹部
　９ａｓｒ（９ｂｓｒ）　操作棒
　ｇ　　地盤
　ｈ　　掘削孔
　ｓ　　砕石
　ｔ　　ヒンジ
【要約】
【課題】軟弱地盤において、土砂や地下水を地上に排出させずに、短い工程で、支持力の
高い良好な砕石杭を形成することができるようにすること。
【解決手段】下端に螺旋状の掘削翼２を備えた回転軸３と、その回転軸３を包囲する円筒
状のケーシング４であって、その周側に長さ方向に沿った砕石投入口列９ａ、９ｂを備え
たケーシング４と、ケーシング４の下端に構成した、ケーシング４と回転軸３との相対的
な１８０度の回転で開閉する開閉手段５と、ケーシング４の上端と回転軸３の上部の対応
部位との間に構成する後者から前者に回転力を伝える回転伝達手段６であって、正回転か
ら逆回転又は逆回転から正回転に反転する際に１８０度分の回転軸３の空回りを経た上で
回転力を伝達する回転伝達手段６と、回転軸３とケーシング４との相互の回転方向の自由
な動きを許容しつつ上下方向には相互を連結する上下方向連結手段７とで構成する。
【選択図】　図１
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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